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４ 男女共同参画行政のあゆみ（年表） 

 

年 世   界 日   本 大 阪 府 高 槻 市 

1945 

(昭20) 

●「国際連合成立」（国

連憲章採択） 

●衆議院議員選挙法改

正（婦人参政権実現）

  

1946 

(昭21) 

●国連に婦人の地位委

員会発足 

●日本国憲法制定 

 

  

1948 

(昭23) 

●「世界人権宣言」採

択（国連総会） 

 

 

  

1967 

(昭42) 

●「婦人に対する差別

撤廃宣言」採択（国

連総会） 

●総理府に婦人関係の

諸問題に関する懇談

会設置 

  

1972 

(昭47) 

●1975 年を国際婦人

年とすることを決定 

   

1975 

(昭50) 

 

 

 

 

 

●「国際婦人年」 

●国際婦人年世界会議

開催（メキシコシテ

ィ） 

●「世界行動計画」を

採択 

●1976 年から 10 年間

を「国連婦人の 10

年」と決定（国連総

会） 

●総理府に婦人問題担

当室発足 

●婦人問題企画推進本

部、婦人問題企画推

進会議設置 

●「教員等育児休業法

（女子教員 ､看護

婦、保母等対象）」公

布 

  

 

 

 

 

 

 

1976 

(昭51) 

●ＩＬＯ（国際労働機

関）に婦人労働問題

担当室を設置 

●民法改正（離婚後の

氏の選択） 

●「女性問題担当窓口」

設置 

 

 

 

1977 

(昭52) 

 

 

 ●「国内行動計画」決定 

●国立婦人教育会館開

館 

●「国内行動計画前期

重点目標」発表 

  

 

 

 

1979 

(昭54) 

 

●「女子差別撤廃条約」

採択 

  ●高槻市総合計画、基本構想

の施策大綱に女性問題の構

想が盛り込まれる 

1980 

(昭55) 

 

●「国連婦人の 10 年」

中間年世界会議開催 

（コペンハーゲン） 

●「女子差別撤廃条約」

署名 

●民法改正（配偶者の

法定相続分引上げ）

 ●女性施策を企画財政部政策

推進室に位置づけ 

1981 

(昭56) 

●「ＩＬＯ156 号条約」

採択 

●「女子差別撤廃条約」

発効 

●「国内行動計画後期

重点目標」発表 

●「女性の自立と参加

を進める大阪府行動

計画」策定 

●庁内に婦人問題連絡調整会

議を設置 

 

1982 

(昭57) 

 

   ●市長の私的諮問機関として

「高槻市婦人問題企画推進

協議会」設置 
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年 世   界 日   本 大 阪 府 高 槻 市 

1983 

(昭 58) 

  

 ●第１次行動計画「男女平等

達成のための高槻市婦人行

動計画」策定 

●企画財政部政策推進室に婦

人政策課設置 

●婦人相談を開始 

1985 

(昭 60) 

 

 

 

●「国連婦人の 10 年」

ナイロビ世界会議

開催 

●「婦人の地位向上の

ためのナイロビ将

来戦略」採択 

●改正国籍法（国籍の

父母両系主義確立）

施行 

●「女子差別撤廃条約」

批准 

 ●機構改革により市長公室政

策推進室婦人政策課に 

●庁内体制として「高槻市婦

人行動計画推進会議」設置

1986 

(昭 61) 

 

 

 ●「男女雇用機会均等

法」施行 

●「労働者派遣法」施

行 

 

●「女性の地位向上の

ための大阪府第２期

行動計画－21 世紀

をめざす大阪府女性

プラン」策定 

●婦人行動計画前期の進捗状

況をまとめる 

●「婦人白書－婦人の歩みと

現状－」発行 

1987 

(昭 62) 

 ●「西暦 2000 年に向け

ての新国内行動計

画」決定 

 ●婦人行動計画中間年の見直

しを行い報告書にまとめる

1988 

(昭 63) 

   ●女性情報誌「ウーマンズ・

アイ」創刊 

1989 

(平元) 

   ●機構改革により市民文化部

生活文化室婦人政策課に 

●女性センター建設設立基金

条例の制定 

1990 

(平 2) 

 

●「ナイロビ将来戦略

の実施に関する見直

しと評価に伴う勧

告」採択 

 

 

 

 ●国際女性問題講演会開催 

●女性センター建設基金積み

立てる 

1991 

(平 3) 

 

 

 

 

 

●「西暦 2000 年に向け

ての新国内行動計

画」第１次改定 

 

●「男女協働社会の実

現をめざす大阪府第

3 期行動計画－女と

男のジャンプ・プラ

ン」策定 

●婦人行動計画中期の進捗状

況をまとめる 

●高槻市市民意識調査「女性

問題」実施 

1992 

(平 4) 

 

 

 

 

 

 

●「育児休業法」施行

●婦人問題担当大臣設

置 

●「大阪府女性施策企

画推進員」を設置 

●市長の私的諮問機関として

「高槻市女性問題懇話会」

設置 

●同懇話会「たかつき女性プ

ラン策定に向けての提言」

提出 

1993 

(平 5) 

 

 

●「世界人権会議」開

催（ウィーン） 

●「女性に対する暴力

の撤廃に関する宣

言」採択 

●中学校で家庭科の男

女共修開始 

●「パートタイム労働

法」施行 

 ●第２次行動計画「あらゆる

分野への男女共同参画をめ

ざすたかつき女性プラン」

策定 
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年 世   界 日   本 大 阪 府 高 槻 市 

1994 

(平 6) 

 

 

●「国際人口・開発会

議」開催（カイロ） 

●高校で家庭科の男女

共修開始 

●総理府に「男女共同

参画室」及び「男女

共同参画審議会」設

置 

●「男女共同参画推進

本部」設置 

●（財）大阪府男女協

働社会づくり財団設

立 

●大阪府立女性総合セ

ンター（ドーンセン

ター）開館 

 

 

 

 

 

1995 

(平 7) 

 

 

 

 

 

●「女性に対する暴力

をなくす決議」採択

（国連人権委） 

●第４回世界女性会

議開催(北京) 

●「北京宣言」及び「行

動綱領」採択 

●「育児・介護休業法」

施行 

●「ＩＬＯ156 号条約」

批准 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1996  

(平 8) 

 

 

 ●男女共同参画審議会

が総理大臣に「男女

共同参画ビジョン」

を答申 

●「男女共同参画 2000

年プラン」策定 

 ●総合市民交流センター内に

女性センターオープン 

 

1997 

(平 9) 

 

 ●「男女雇用機会均等

法」改正 

●「労働基準法」改正

●「新 女と男のジャ

ンプ・プラン」策定

●「高槻市男女共同参画推進

本部」設置 

1998 

(平 10) 

  ●「大阪府男女協働社

会づくり審議会」設

置 

 

1999 

(平 11) 

 

 ●「男女共同参画社会

基本法」施行 

 

 ●「女性プラン」改訂 

●「審議会等への女性委員登

用促進要綱」策定 

2000 

(平 12) 

 

 

 

●ニューヨークで国

連特別総会「女性

2000 年会議」開催 

●「政治宣言」及び「北

京宣言及び行動綱

領実施のための更

なる行動とイニシ

アティブ」採択 

●「児童虐待の防止等

に関する法律」施行

●「ストーカー行為等

の規制等に関する法

律」施行 

●「男女共同参画基本

計画」策定 

 ●機構改革により人権生活文

化部男女共同参画課に 

 

2001 

(平 13) 

 

 

 

 ●内閣府「男女共同参

画会議」発足 

●「配偶者からの暴力

の防止及び被害者の

保護に関する法律」

施行 

●「おおさか男女共同

参画プラン（大阪府

男女共同参画計画）」

策定 

●「高槻市男女共同参画審議

会」設置 

●高槻市市民意識調査（男女

共同参画、高齢者福祉サー

ビス、産業振興について）

実施 
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年 世   界 日   本 大 阪 府 高 槻 市 

2002 

(平 14) 

 

 

 ●「大阪府男女共同参

画審議会」設置 

●大阪府男女共同参

画推進条例」施行 

●高槻市男女共同参画審議会

「男女共同参画行政の基本

的な方策について」答申 

2003 

(平 15) 

 

 

 

 

●「次世代育成支援対策

推進法」施行 

●「少子化社会対策基本

法」施行 

 ●第３次行動計画「たかつき

男女共同参画プラン」策定

2004 

(平 16) 

 ●「配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保

護に関する法律」改正

  

2005 

(平 17) 

 

 

 

●第49回国連婦人の

地位委員会（国連

「北京＋10」世界

閣僚級会合）（ニュ

ーヨーク） 

●「男女共同参画基本計

画（第２次）」策定 

●「女性の再チャレンジ

支援プラン」策定 

●「大阪府配偶者から

の暴力の防止及び被

害者の保護に関する

基本計画」策定 

●高槻市男女共同参画審議会

「（仮称）高槻市男女共同参

画基本条例案について」答

申 

2006 

(平 18) 

 

 

 ●「男女雇用機会均等

法」改正 

●「女性の再チャレンジ

支援プラン」改定 

●「おおさか男女共同

参画プラン（大阪府

男女共同参画計画）

改訂版」策定 

●「高槻市男女共同参画推進

条例」施行 

●「男女共同参画施策苦情処

理制度」設置 

●女性センターから男女共同

参画センターに名称変更 

2007 

(平 19) 

 

 

 

 ●「パートタイム労働

法」改正 

●「配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保

護に関する法律」改正

●「大阪府配偶者から

の暴力防止及び被

害者支援ネットワ

ーク」設置 

●高槻市男女共同参画審議会

「『たかつき男女共同参画

プラン』中間見直しについ

て」答申 

●第３次行動計画「改訂たか

つき男女共同参画プラン」

策定 

2008 

(平 20) 

 

 

 

●「改正ＤＶ防止法」施

行 

●「女性の参画加速プロ

グラム」策定 

●「次世代育成支援対策

推進法」改正 

●「国籍法」改正 

  

2009 

(平 21) 
 

●「育児・介護休業法」

改正 

●「大阪府配偶者から

の暴力の防止及び被

害者の保護に関する

基本計画」改定 

 

2010 

(平 22) 

●国連「北京＋15」

記念会合（ニュー

ヨーク） 

●「第３次男女共同参画

基本計画」策定 

 ●男女共同参画に関する市民

意識調査実施 

2011 

(平 23)  

 ●「おおさか男女共同

参画プラン(2011－

2015)」策定 

●男女共同参画に関する中学

生アンケート実施 

●配偶者暴力相談員配置 

 

 


